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Ⅰ 行政改革推進における基本的事項 

 

１ 背景 
地方分権時代の到来により、地方自治体は自らのことは自ら考え、決定し、

行動をするという「地方自治」の確立に向けた自主的で自立的な行政運営が求

められています。少子高齢化や行政ニーズの高度化・多様化、財政の逼迫など

様々な課題に、適切に対応できるよう運営体制を整備していかなくてはなりま

せん。 
南房総市においても、合併による効果を最大限活かし、限られた財源の中で

効果的な施策を展開していくために、柔軟で効率的、透明性の高い行政運営を

実施していかなければなりません。このため、従来の経費削減や事務事業の見

直しだけにとどまらず、市民と行政が協働し、抜本的な行政改革に取り組み、

市の将来像である「ひと ゆめ みらい 地域で創る魅力の郷」が実現できる

よう「南房総市行政改革推進計画」を策定し、行政改革の取り組みの指針とす

るものであります。 
 

２ 位置づけ 

(1) 計画の目的 

７町村の合併により誕生した南房総市として、初めての行政改革に関する計

画となる｢南房総市行政改革推進計画｣は、健全で効率的な自治体経営を確立さ

せるために、限られた経営資源（人材・財源）を有効に活用しながら、各種施

策を推進し、危機意識と改革意識を持って、行政改革を推進するための基本と

なる計画です。 
なお、将来のまちづくりについては、現在策定中の総合計画に委ねるものと

します。 
 

(2) 計画の体系と役割 

この計画は、｢行政改革大綱｣と｢集中改革プラン｣からなるもので、それぞれ

の役割は、次のとおりです。 
 

① ｢行政改革大綱｣ 
行政改革を必要とする背景及び目的、改革に向けての基本的考え方、改革
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に向けての重点項目等を明示し、今後の南房総市における行政改革の基本理

念と基本指針としての役割を担うものです。 
 

② ｢集中改革プラン」 
行政改革大綱に基づいた行政改革の重点項目等の取り組みを、集中的に実

施するため、計画期間における行政改革の具体的な取り組みを明示し、その

進行管理を行うためのものです。 
なお、行政改革に関する取り組みとその進捗状況を、市民にわかりやすく

示すため、個別の項目について実施予定年度、推進担当部課等を明示すると

ともに、数値目標の設定が可能なものについては数値目標を設定し、その評

価検証による進行管理を行うこととしています。 
 

３ 計画期間等 

(1) 計画期間 

｢南房総市行政改革推進計画」の計画期間は、平成１８年度から平成２１年

度までの４年間とします。 
 

(2) 計画の見直し 

｢南房総市行政改革推進計画｣は、社会情勢と市民ニーズの変化への対応やＰ

ＤＣＡサイクル【計画（Plan）→実施（Do）→検証（Check）→見直し・改善

（Action）】による行政組織運営全般の点検評価に基づいた継続的な改善充実

を図ることとします。 
 

４ 推進体制 

(1) 南房総市行政改革推進本部 

すべての職員が、常に問題意識を持って業務に取り組むための体制として、

庁内に行政改革推進本部を設置し、全庁的な行政改革を推進します。 
 

① 本部会議 
市長・助役・収入役・教育長・各部長・教育次長・議会事務局長・各支所

長により組織し、次の事項を所掌します。 
■行政改革大綱の策定及び実施に関すること。 
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■その他行政改革にかかる重要事項に関すること。 
 

② 幹事会 
  総務部長・企画部長・総務課長・財政課長・企画政策課長をもって組織し、

部会間の調整と各部会の改革事項の取りまとめを行います。 
 
③ 行政改革専門部会 

本部員及び各課長（相当職を含む。）以上の者をもって組織し、本部から

付託された事項及び自らが改革すべき事項について調査検討を行います。 
 

(2) 民間委員による検討組織 

南房総市行政改革推進委員会を設置し、行政改革の推進に市民の意見を反映

させます。 
 

① 南房総市行政改革推進委員会 
専門的知識を有する学識経験者、市議会議員の代表及び市民の代表者等に

より構成し、市長からの諮問に応じて、行政改革大綱等の策定及び市の行政

機構や行政運営の見直し等の行政改革の推進に関する提言等を行います。 
 

(3) 公表による市民参加 

行政改革推進の各過程において、ホームページや広報紙により、行政改革の

取り組みを広く市民に公表します。 
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Ⅱ 行政改革の大綱 

 

１ 市民と行政の協働による開かれた行財政運営の推進 

(1) 市民と行政の協働・男女共同参画に向けた環境づくり 

地域の課題や市民ニーズに対応するとともに、簡素で効率的な行政を実現す

る観点から、地域の実情に応じた市民、企業、団体との協働を、積極的に推進

します。 
また、男女が対等な構成員として、自らの意思により地域で活躍できるよう、

男女共同参画のための環境の整備を図ります。 
 

① すべての市民が行政参加できる環境づくり 
市民と行政がともに進める協働のまちづくりに向けて、行政のさまざまな

施策に対して、企画立案、決定、実施、評価の各段階において、市民参加を

推進するための方策等について検討します。 
また、職員の意識改革や勤務体制の整備を進めるなど、市民、企業、団体

との協働の実践に向けた取り組みを推進します。 
 

② 男女共同参画社会の実現 
男女が対等な構成員として、自らの意思により地域で活躍できるよう、行

政のさまざまな面における参画環境の整備を図るため、男女共同参画計画を

策定します。 
また、男女双方の目線から見た、公正な行政施策推進のため、各種審議会・

委員会等への女性の登用を進めます。 
 

(2) 公正の確保と透明性の向上 

地方分権による自己決定権の拡大に伴い、市民への説明責任を果たし、公正

の確保と透明性の向上のための取り組みを推進します。 
 

① 情報公開条例等の運用の適正化 
情報公開条例や個人情報保護条例、行政手続条例等の適正な運用に努めま

す。 
 

② 情報の共有と政策形成過程における市民参加の促進 
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行政が保有するさまざまな情報を、広報、新聞、インターネットなど市民

の利用しやすい方法で、わかりやすく提供して、行政情報の共有化を推進し

ます。 
また、政策形成プロセスへの市民参加を推進するため、パブリックコメン

ト制度の活用を含め、市民の市政に対する意見や提案の機会が確保できるル

ールづくりを推進します。 
 

(3) 行政評価システムの構築 

簡素で効率的・効果的な透明性の高い行財政運営を実践するため、行政評価

の仕組みを構築します。 
 

① 行政評価システムの構築 
厳しい行財政環境が続く中で、事業実施に当たっては、今までにも増して

重点主義に徹し、総合計画・過疎計画などとの整合性を図りつつ、緊急性の

高いものや事業効果などを十分検討したうえで、優先順位を設けるなどして、

事業の必要性、効率性、成果などを検証する行政評価システムを、目標の明

確な設定【Plan】、施策・事務事業の実施【Do】、実施の客観的評価【Check】、
評価結果の反映【Action】という、PDCA サイクルの中に位置づけ、評価結

果を施策・事務事業の見直しや計画立案、予算編成、組織などに効果的に反

映させることが、重要であることから、市に必要な行政評価の仕組みを構築

します。 
 

(4) 行政サービスの向上 

市民が安全・安心に暮らせるための望ましい行政サービスの提供や、合併に

よる諸課題の早期解消を進め、市民満足度の高い行政サービスを提供するとと

もに、誰もが気軽に利用できる環境づくりに努め、市民の利便性の向上を図り

ます。 
 

① 行政サービスの水準の向上 
市民の問い合わせ等に対して、迅速かつ的確に対応できる体制整備と事務

処理マニュアルの活用により、職員の異動等における行政サービスの低下防

止を図ります。 
また、市民満足度の向上に向けて、苦情処理の迅速化、再発防止が図られ

る体制作りを進めます。 
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② 窓口等の利便性の向上と施設サービスの向上 
市民が気軽に申請や手続きなどが行えるよう、窓口業務等の受付時間や受

付方法の見直しを行うとともに、支所、施設の業務時間や窓口取扱い業務の

見直しを進め、市民に身近な施設での窓口サービスを提供するよう努め、職

員の接遇の向上を図ります。 
 

③ 行政サービスの公平性の確保 
行政サービスの内容を検討し、公平で公正なサービスを提供します。また、

サービスの公共性や性格、性質などを検討し、受益者負担の適正化を図りま

す。 
 

   ④ 市民と行政との役割の見直し 
      公共的サービスのあり方について、市民と企業、そして行政の役割分担を

見直し、ＮＰＯやボランティア、民間企業など、サービス提供者の多元化を

推進します。 
      行政は、行政が担うべきサービスと市民との協働によるサービスの重点化

を図ります。 
 
 

２ 時代に即応した組織機構の見直しと電子市役所の推進 

(1) 行政ニーズに的確かつ迅速に対応する組織づくり 

複雑多様化する市民ニーズや行政課題の解決への的確かつ迅速に対応する

組織づくりを進めます。 
 

① 組織機構の見直しと人員配置及び事務配分の見直し 
｢本庁機能の一カ所集中化｣及び｢本庁と支所の関係｣など、合併に伴い本市

が抱える組織機構の諸課題について、現状と経過を踏まえながら積極的に検

討し、市民にわかりやすく、適切な行政サービスを提供できる組織づくりに

努め、的確な人員配置と事務配分の見直しを進めます。 
 

② 行政ニーズに迅速かつ柔軟に対応できる組織づくり 
行政課題の解決や市民ニーズへの対応ができる体制を基本に、現行組織に

とらわれない柔軟な組織づくりを進めます。 
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(2) 電子市役所の推進 

行政区域の広域化に対応した効率的な行政運営と市民サービスの向上のた

め、電子市役所の推進を図ります。 
 

① 情報ネットワークによるサービスの向上 
身近な公共施設での市民サービスの提供のために、既存のネットワーク基

盤の有効利用を図りつつ、インターネットを利用した情報提供の充実や各種

申請・届出などの行政手続ができる環境の整備を進め、市民の利便性の向上

を図ります。 
 

② 情報のセキュリティ対策の推進 
情報セキュリティポリシー等の適正な運用に努め、市民等の個人情報や行

政運営上重要な情報などの漏洩防止等、情報のセキュリティ対策や個人情報

保護対策を推進します。 
 
 

３ 民間委託の推進と事務事業の見直し 

(1) 民間委託等の推進 

行財政運営の効率化や市民サービスの向上の視点から、多量の業務を短期間

に処理するものや高度の知識、技術等を要し人材確保が困難なもの、民間が行

ったほうが効率的・効果的なもの等、民間委託等の実施が適当な事務事業につ

いては、行政責任の確保に留意しながら、民間委託や市民による業務参加など、

アウトソーシングの取組みを推進します。 
 

① 民間委託等の推進に関する基本方針等の策定 
地域の特性や市民ニーズを踏まえ、効率的・効果的な行政運営、雇用の拡

大や経済の活性化等の視点から、市としての民間委託や市民による業務参加

など、アウトソーシングに関する基本的な考え方や選定基準などの基本方針

を策定し、事務事業全般にわたって見直しを図ります。 
 

(2) コストを意識した事務事業の見直し 

現行事務事業について、コストを意識した総合的な見直しを行い、経費縮減

と合理化を推進します。 
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① 事務事業のコストの縮減・合理化 
事務事業の再編整理、統廃合を進め、事務事業のコスト縮減の徹底に務め

ます。また、イベント等の見直しによる経費縮減・合理化について検討しま

す。 
 

(3) 公共施設等の見直しと適正管理 

施設等の利用目的や地域バランス、地域の特性、市民ニーズ等を把握しなが

ら、必要に応じて施設の統廃合を検討します。 
また、施設の維持管理方法や余剰施設の有効利用を検討し、施設の有効活用

を図ります。 
 

① 公共施設の適正配置と効率的な運営 
施設の役割・機能、地域のバランスや特殊性、市民ニーズ、利用状況等に

ついて多角的に検討し、類似施設の整理統合による適正規模・適正配置を進

め、施設間の連携を強化するなど効率的な運営に努めます。 
 

② 公共施設等の有効活用 
施設管理のあり方や有効利用の方策等について検討し、利用率の低い施設

や老朽化施設、余剰施設について、転用・民間貸与・処分等を含め、有効活

用のための方策を検討します。 
 

(4) 第三セクターの見直し 

    事業経営体制の整備と経営責任の明確化を図り、事業そのものの政策的必要

性や手法の合理化等の見直しを進めます。 
 
 

４ 職員の定員管理と給与の適正化 

(1) 定員管理の適正化 

新たな市民ニーズや多様化する行政課題、厳しい財政事情、さらには将来の

組織を支える職員構造や組織機構のための職員配置の検討など、長期的な視点

に立った定員管理の見直しを進めます。 
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① 定員適正化計画の策定 
合併に伴う組織編成の見直しを継続的に行う中で、行財政運営の状況を踏

まえた、事務事業の抜本的な見直しを計画的に実施し、組織の合理化、職員

の適正配置に努めます。 
また、定員管理の適正化を図るため、数値目標を設定した定員適正化計画

を策定し、職員の抑制を推進します。 
 

(2) 給与の適正化 

職員の給与水準については、人事院勧告や国・県の動向を見極めながら、他

市との均衡にも考慮し、給与制度の適正化を図ります。 
 

① 給与制度・運用・水準の適正化 
職員の給与については、業務の性格や内容を踏まえ、市民に理解されるよ

う、給与制度とその運用及び給与水準の適正化を推進します。 
 

(3) 人材育成の推進 

地方分権の進展、少子高齢化、情報化、国際化等の時代に対応でき、多様化

する行政の円滑な推進をするため、職員の人事交流や研修等の充実を図り、専

門知識や技能を持った職員の育成と確保を図ります。 
 

① 職員研修の充実 
政策形成能力、専門的な知識や技能などの職員の多様な能力の開発に向け

て、総合的に資質を高めていくための職員研修の充実を図ります。 
また、職員の自主的な研究・学習活動を支援することにより、市民ニーズ

を把握しながら自ら考え自ら行動する職員の育成を進めます。 
 

② 職場環境の整備 
職員の業務に対する取り組み意欲の高揚を図り、各種研修への参加がしや

すい職場環境づくりに努め、併せて職員のメンタルヘルス対策を進めます。 
 

③ 人事評価システム導入の検討 
人材育成の視点から適切な職員研修等を推進するとともに、能力・実績を

重視した公正かつ客観的な人事評価システムの導入を検討し、職員の能力開

発、意欲向上を図り、適正な人事管理の推進を図ります。 
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５ 自主性・自立性の高い財政運営の確保 

(1) 経費の節減・合理化等による財政の健全化 

厳しい財政状況と今後の社会経済情勢の変化に対応するため、財政構造の改

善、歳出の抑制を行い、財政健全化をより一層積極的に推進します。 
また、税収入の確保、受益者負担の適正化等の財源の確保に努めるとともに、

限られた財源の重点配分と支出の効率化を図り、健全な財政運営を進めます。 
 

① 財政健全化のための計画の策定 
財政状況を分析した上で、事務事業の見直しを行い、歳出全般の効率化と

財源配分の重点化を図るとともに、財政健全化のための計画を策定し、財政

構造の改善を進めます。 
 

② 財政状況の公表 
財政状況が総合的に把握できるような情報を市民に提供するため、歳入歳

出の状況や各種の財政指標等の公表を行います。 
 

③ 税収入の確保と受益者負担の適正化 
三位一体改革による税源移譲の進展や税負担の公平性の観点から、地方税

の徴収率の向上に取り組み、その他の収入等についても、受益者の負担の適

正化や徴収率向上を図る等、自主財源の確保に努めます。 
 

(2) 補助金等の整理合理化 

行政の責任分野、経費負担のあり方、行政効果等について検証し、補助金・

負担金等の総合的な整理合理化を進めます。 
 

① 補助金等の整理合理化 
すべての補助金等について、効果と妥当性等について新たな視点で見直し

を行い、補助金等の整理合理化を推進します。 
また、補助事業の終期の設定や行政評価システムの評価結果に基づく継続

的な見直しなど、市民に対する説明責任を果たしながら、補助金等の計画的

な廃止・縮減を図ります。 
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(3) 公共工事の効果的な執行と公正・透明性の確保 

新市のまちづくりに必要な事業の重点化を図り、総合的に判断した効果的で、

適正な公共工事の執行を進めるとともに、入札・契約の適正化を図り、公共工

事の公正と透明性を確保します。 
 

① 公共工事の効果的執行 
公共工事については、地域の実情等を勘案しつつ、限られた財源の有効活

用、安全性などの確保に努めるとともに事業の重点化を図り、効果的で適正

な執行を進めます。 
 

② 公共工事の公正・透明性の確保 
公共工事の入札・契約行為に対する市民の信頼と透明性を確保するため、

情報の公開はもとより、より一層の入札・契約行為の適正化を図ります。 
 

(4) 公営企業の経営健全化 

水道事業、病院事業の地方公営企業については、独立採算制の原則に立ち、

市民サービスの維持・向上を図るため、定員管理の適正化をはじめ、民間委託

等の推進、施設運営の見直しなど経営の健全化と経営改革を推進します。 
 

① 定員管理の適正化 
職務の性格や内容の特殊性に配慮しつつ、事務事業の見直しや組織体制の

見直しを行い、非常勤職員の有効活用等内部努力による効率化を進めます。 
 

② 民間委託等の推進 
市民サービスの維持・向上を図り、経営の独立採算等の視点から、民間委

託等に関する調査を実施し、事務事業の民間委託等を進めます。 
 

③ 経営の健全化と経営状況の公表 
計画性・透明性の高い公営企業の経営を図るため、経営計画の策定、業績

評価に向けての検討を進めます。また、市民にわかりやすい経営状況の公表

に努めます。 
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用語解説                           

 
協働 

 市民、市民活動団体、事業者等及び市が、対等な関係に立ち、責任を共有し、お互いに

良きパートナーとして連携し、力を合わせてまちづくりに取り組むことです。 
 
男女共同参画社会 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における

活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、社会的、経済的、社会的及

び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会のことです。 
 

パブリックコメント制度 

 市の重要な計画や条例などを定める過程において、立案段階で、その内容をホームペー

ジ等で市民に公表して意見を募り、市民からの意見を反映させ、最終的な計画等を策定し

ていく制度のことです。また提出された意見に対する回答も公表していきます。 

 

行政評価システム 

 市が実施する施策、事務事業について、一定の基準で、できる限りわかりやすい指標を

用いて、その必要性、効率性、成果などを評価し、改善や予算編成に反映させるシステム

のことをいいます。 

 

ＮＰＯ 

ＮＰＯは、“Non Profit Organization”の略で、「民間非営利組織」と訳され、社会的

な使命の達成を目的とした民間の非営利組織を指します。また、法人格の有無や法人格の

種類（特定非営利活動法人、社団法人、財団法人、社会福祉法人、協同組合など）を問わ

ず、広く、民間の立場で、公共的なサービスの提供や社会的課題を解決するために活動す

る非営利の団体を指す場合もあります。 

 
情報セキュリティポリシー 

 ネットワークや組織内のセキュリティに関する基本的な方針や行動指針のことです。ネ

ットワークの利用法や、想定される脅威（天災等による回線断や不正侵入等）に対し、ハ

ードウェアの設置やソフトウェアの設定など必要な対処を行い、ネットワーク環境を構成

する個々の要素を適切に維持、運用していくために策定します。 

 

アウトソーシング 

 一般的には、業務の外部委託のことです。ここでは、民間委託だけでなく市民による業

務参加も含みます。広い意味では、民間事業者等、外部の機能や資源を活用することを指

すこともあります。 
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メンタルヘルス対策 

メンタルとは「心の・精神の」、ヘルスは、「健康・保健」という意味で、一般的には「心

の健康」と訳されています。身体はもとより心の問題を含めて健全であるために、心の病

に陥った人の早期発見、及び治療と再発の防止対策を行うことです。 
 

人事評価システム 

ポストや給与の配分の仕方等を年功序列的なものではなく、能力・業績重視の人事管理

を実現するために、個人の能力や業績を公正・公平に評価するシステムのことです。 

 

三位一体改革 

 国と地方の税財政改革で、国庫補助負担金の削減、地方交付税の削減及び税源移譲を含

む税源配分の見直しの３つの改革を同時並行して進めようとする、地方分権の取り組みの

一つです。 
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